
（3）広報 No.85９ 令和４年（２０２２年）６月1０日

　令和３年度の情報公開制度・個人情報保護制度の実施状況につい
てお知らせします。

　後期高齢者医療保険料は、今後２年間の費用と収入を見込んで２年ごとに見直しされています。令和４年度から、次のとおり後期高齢者医
療保険料が改定されましたのでお知らせします。

　保険料の年間上限額は、６４万円から６６万円に、均等割額は４１，７００
円から４４，１７０円、所得割率は７．９６パーセントから８．３８パーセントに
引き上げられました。

後期高齢者医療保険料の改定

均等割額軽減割合 令和３年度

７割軽減 １2，5１０円/年

5割軽減 2０，８5０円/年

2割軽減 ３３，３６０円/年

＜保険料の計算方法＞

＜均等割額の軽減＞

所得段階 内　容 介護保険料年額

第１段階
・生活保護を受給している方
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入額が８０万円以下の
方等

１７，６４０円
(基準額×０．３０)

第2段階
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入額が８０万円超１2０万
円以下の方

2９，４００円
(基準額×０．5０)

第３段階
・�世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所
得金額＋課税年金収入額が１2０万円を超え
る方

４１，１６０円
(基準額×０．７０)

第４段階
・�世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が８０万円以下の方

52，９2０円
(基準額×０．９０)

第5段階
・�世帯の誰かに住民税が課税されているが、
本人は住民税非課税で、前年の合計所得金
額＋課税年金収入額が８０万円を超える方

5８，８００円
(基準額)

第６段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が１2０万円未満の方

７０，5６０円
(基準額×１．2０)

第７段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が１2０万円以上2１０万円未満の方

７６，４４０円
(基準額×１．３０)

第８段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が2１０万円以上３2０万円未満の方

８８，2００円
(基準額×１．5０)

第９段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が３2０万円以上４００万円未満の方

９９，９６０円
(基準額×１．７０)

第１０段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が４００万円以上5００万円未満の方

１０5，８４０円
(基準額×１．８０)

第１１段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が5００万円以上６００万円未満の方

１１１，７2０円
(基準額×１．９０)

第１2段階 ・�本人が住民税課税で、前年の合計所得金額
が６００万円以上の方

１１７，６００円
(基準額×2．０)

情報公開制度の実施状況（表１）
　情報公開制度は、市が持っている情報を市民の皆さんの求めに応
じて公開するものです。
請求　�市内に在住・在勤・在学の方または市内に事務所・事業所を

有する個人および法人その他の団体の方が情報の公開を請求
する場合

申出　�「請求」以外の方が情報の公開を求める場合や公文書公開条
例施行日（平成６年４月１日）前に市が作成・取得した情報の
公開を求める場合

個人情報保護制度の実施状況（表２）
　個人情報保護制度は、「本人の請求に応じてその自己情報を開示

表１　請求・申出の受付件数および処理件数

区　分 受付件数 処理件数
公　開　決　定 非公開

決　定
取り下げ
など公　　開 部分公開

請　求 ３６件 ３5件 2１件 １１件 ３件 １件

申　出 2７件 25件 １６件 ６件 ３件 2件

合　計 ６３件 ６０件 ３７件 １７件 ６件 ３件

　保険料率の改定に伴い、以下のとおり均等割額の軽減後の保険料
も変更されます。

令和４年度

１３，25０円/年

22，０８０円/年

３5，３３０円/年
＝

年間保険料
[ 上限 66万円 ]

均等割額

44,170 円 ＋

所得割額

（前年の総所得金額等
　－基礎控除額 43万円 ） × 

所得割率
8.38%

　介護保険制度は介護が必要な状態にある高齢者とその家族を社会
全体で支える社会保険制度です。 物長寿介護課☎奮４４３

物国保年金課☎奮834、埼玉県後期高齢者医療広域連合☎048－833－3120

物総務人事課☎奮２３０

＜介護保険のしくみ＞

＜６５歳以上の方の介護保険料の算定の方法＞
　６5歳以上の方の介護保険料は、介護サービス費用がまかなえるよ
うに算出された「基準額」をもとに決まります。

　介護保険は、国・県・市
が負担する「公費」と、皆
さんが納める「介護保険料」
を財源として運営していま
す。この制度は、それぞれ
が負担しあい、社会全体で
制度を支えるしくみになっ
ています。

〇基準額の決まり方

　市では、この介護保険料の「基準額」をもとに、本人と世帯の住
民税の課税状況や所得に応じた負担になるように、１2段階に分けて
設定しています（右表参照）。
※４０歳から６４歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険の

表２　開示受付件数および処理件数
区　　分 受付件数 処理件数 開　　示 部分開示 不開示 取り下げ

など

開示請求 ３９件 ３９件 2６件 １2件 １件 ０件

※訂正・利用停止請求はありませんでした。

情報公開制度・個人情報保護制度

算定方式を基本として決められています。
※災害などの特別な事情がある場合、保険料が減免される可能性が
ありますので、事前にご相談ください。

・訂正・利用を停止すること」「市が保有している個人情報を適正
に取り扱うこと」を定めた制度です。

　請求・申出・開示請求の内容など詳しくは、市ホームページをご
覧ください。

＜介護保険料表＞
◎介護保険料の個別通知書は、６月中旬に郵送します。

介護保険制度のお知らせ

八潮市で必要な
介護サービスの
総費用

６5歳以上の方の
負担分2３％

八潮市に住む
６5歳以上の
方の人数

八潮市の
保険料の基準額
5８，８００円
（年額）

× ÷ =


